
近
世
の
京
都
商
人
「
近
江
屋
」
上
自
家
に
よ
る
手
島
家
の
継
承
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「
年
忌
留
書
」
を
中
心
と
し
て

金

成

弦

は
　
じ
　
め
　
に

　
近
江
屋
の
屋
号
を
持
つ
京
都
商
人
「
上
河
源
右
衛
門
」
の
家
に
伝
来
し
て

き
た
「
上
郡
家
文
書
」
に
は
年
忌
を
年
代
順
に
書
き
留
め
た
も
の
と
し
て
、

上
河
家
の
「
年
忌
留
書
」
六
冊
と
手
島
家
の
「
年
忌
留
書
」
三
冊
が
残
っ
て

　
①い

る
。
上
嫡
家
の
場
合
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
か
ら
万
延
元
年
（
一
八

六
〇
）
の
間
に
行
わ
れ
た
三
六
人
の
年
忌
一
六
三
件
が
、
手
島
家
の
場
合
、

宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
か
ら
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
間
に
行
わ
れ
た

三
天
の
年
忌
九
五
件
が
記
さ
れ
て
い
砲
・
そ
の
年
忌
対
馨
の
中
に
は
両

家
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
上
河
家
の
「
年
忌
留
書
」
と
同
時
に
手

島
家
の
「
年
忌
留
書
」
も
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
手
島
堵
庵
こ
と
「
宗
信
」
は
両
家
に
共
通
す
る
年
忌
対
象
者
の
一
人
で
あ

る
が
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
「
手
島
堵
庵
先
生
事
蹟
」
で
は
「
先
生
姓
は
手

嶋
氏
（
中
略
）
俗
称
は
嘉
左
衛
門
、
始
め
源
右
衛
門
と
称
す
」
、
さ
ら
に

「
先
生
初
め
上
河
家
の
家
を
兼
治
め
給
へ
り
（
中
略
）
男
建
を
し
て
元
服
せ

し
め
、
上
河
家
の
家
事
を
ゆ
づ
り
、
手
島
氏
の
旧
居
華
頂
山
下
の
家
に
隠
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

住
云
ふ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
手
島
堵
庵
は
始
め
上
河
家
当
主
の
通
称
で

あ
る
「
源
右
衛
門
」
を
名
乗
っ
た
が
、
隠
居
の
後
手
島
家
当
主
の
通
称
で
あ

る
「
嘉
左
衛
門
」
を
名
乗
っ
て
、
上
河
上
と
手
島
家
の
両
方
に
か
か
わ
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
手
島
堵
庵
先
生
事
蹟
」
は
文
化
一
三
年

（　

ｪ
一
六
）
「
門
人
」
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
心
学
者
と

し
て
の
手
島
堵
庵
の
こ
と
が
そ
の
主
な
内
容
で
あ
り
、
手
島
黒
影
と
上
河
家

の
関
係
は
き
わ
め
て
簡
略
な
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
手
島
堵
庵

に
関
す
る
従
来
の
研
究
も
心
学
研
究
の
中
で
行
わ
れ
、
手
島
堵
庵
個
人
に
関

す
る
理
解
は
ほ
と
ん
ど
「
手
島
堵
庵
先
生
事
蹟
」
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ

④り
、
手
島
堵
庵
が
上
蛮
書
と
手
島
家
の
両
方
に
か
か
わ
る
こ
と
に
関
し
て
は
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手
島
堵
庵
が
上
河
源
右
衛
門
と
も
、
手
島
鼎
左
衛
…
門
と
も
称
さ
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
、
柴
田
算
氏
は
一
人
に
よ
る
両
家
の
継
承
は
、
手
島
下
痢
の
父
で

あ
る
「
宗
義
」
の
代
か
ら
始
ま
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
宗
義
」

は
手
島
家
の
嗣
子
と
し
て
、
上
河
家
の
女
と
婚
姻
し
て
上
河
家
の
三
代
を
嗣

い
だ
が
、
そ
の
後
も
手
島
の
姓
を
棄
て
ず
、
「
手
島
宗
義
」
と
い
う
著
者
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
使
っ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
「
宗
義
」
の
著
述
と
さ
れ
て
い
る
「
商
人
夜

話
草
」
「
子
弟
訓
」
「
塵
斗
」
の
三
つ
を
比
べ
る
と
、
「
商
人
夜
話
草
扁
の
巻

頭
の
書
林
の
序
文
に
「
予
が
友
上
川
氏
某
は
平
安
城
の
商
家
な
る
」
と
書
か

れ
て
い
る
が
、
「
子
弟
訓
」
と
「
塵
斗
」
の
内
題
に
は
「
手
島
宗
義
著
」
と

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
子
弟
訓
」

と
「
塵
斗
」
の
場
合
そ
の
著
述
年
代
が
不
明
で
あ
っ
て
、
「
宗
義
」
の
死
後

安
永
九
年
目
一
七
八
○
）
と
天
明
七
年
（
一
七
八
三
）
に
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ

　
　
　
　
　
　
⑥

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
商
人
夜
話
草
」
は
生
前
の
享
保
～

二
年
（
一
七
二
七
）
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
「
宗
義
」
が
「
上
川
氏
」
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

つ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
「
年
忌
留
書
」
に
よ
る
と
、
「
宗
義
」
の
年

忌
の
記
録
は
上
河
家
の
「
年
忌
留
書
」
に
あ
る
が
、
手
島
家
の
「
年
忌
留

書
」
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
先
祖
の
祭
祀
を
司
る
の
が
家
の
継
承
者
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
わ
ち
家
督
相
続
者
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
柴

田
実
氏
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
「
宗
義
」
を
手
島
家
の
継
承
者
の
一
人
と
す

明
ら
か
で
は
な
い
。

別表　上当家本家の当主

当主 生年 養子入 家督相続 隠居 五三舎入 没年

① 松屋宗栄 元禄16．9

② 念誉道専 享保8

③ 接光宗義 元禄2 ○ 享保15．3

④ 堵庵宗信 享保3．5 享保15．3 宝暦11．9 明和2．12 天明6。2

⑤ 和庵宗建 延享4．2 宝暦11，9 天明3．2 天明3．2 寛政3．10

⑥ 斎庵宗醍 明和4．4 安永7．4 天明3．2 文化12．2 文化14．9 文政6。7

⑦ 毅庵宗精 寛政2．9 文化12．2 文政13．2 天保3，12＊ 天保9．1

⑧ 訥庵宗明 文化5．12 文政7．8 文政13．2 安政3．2 安政3，2 明治6．6

⑨ 僕庵宗寅 天保5．10 安政3．2 明治14．7

⑩ 以庵宗言 明治7 明治28

注）上河家には「浄專」を初代とする分家が成立していたが、享保期すでにその分家による

　近江屋畠店の経営が行われていた。宝暦三年に二代「浄覚3が、明和三年には三代「智
　秀」が死に、明和四年「正揚」が四代を嗣いだ。寛政元年ヂ正角」の長男が家督を相続し

　たが、寛政六年その弟が新たに上河家分家の家督を継いだ。ところが、文化六年頃上河家

　分家による近江屋出店の経営は解消されて、文政八年「貞吉」の死去とともに上河家分家

　は断絶した。
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る
こ
と
に
疑
問
が
生
じ
る
。

　
こ
う
し
た
疑
問
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
で
は
「
年
忌
留
書
扁
を
中
心
と

し
て
近
江
屋
に
お
け
る
手
島
家
継
承
の
実
態
を
具
体
的
に
み
、
そ
の
課
題
と

し
て
、
京
都
商
家
の
相
続
に
現
れ
る
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
節
で
両

家
継
承
の
背
景
と
そ
の
成
立
過
程
を
考
察
し
て
、
第
一
一
節
で
は
「
年
忌
留

蚤
認
に
載
せ
ら
れ
た
年
忌
対
象
者
を
分
析
し
、
両
家
継
承
の
性
格
を
明
ら
か

に
し
た
上
で
、
時
代
に
よ
っ
て
両
家
の
継
承
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く

の
か
を
み
る
。
ま
た
、
本
稿
の
理
解
の
た
め
に
上
河
家
と
手
島
家
の
略
系
図

を
示
し
た
。

①
「
上
河
家
文
書
篇
は
京
都
大
学
総
合
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
①
「
上
河

　
家
文
書
」
1
7
1
麗
・
2
5
・
2
6
・
2
7
・
2
8
・
2
9
門
御
年
忌
諸
用
留
書
｝
」
「
御
年

　
野
梅
事
留
書
二
」
「
御
年
潜
戸
事
留
書
三
」
門
御
年
忌
萬
事
留
書
四
扁
「
御
年
忌
萬

　
事
留
書
五
」
門
御
年
忌
萬
事
留
書
六
」
②
「
上
河
家
文
書
」
1
7
…
3
0
・
3
1
・
3
2

　
門
手
島
氏
御
年
忌
留
書
壱
」
「
手
島
氏
御
年
忌
留
書
二
」
門
手
島
氏
御
年
忌
留
書

　
三
扁
。

②
年
忌
の
中
に
は
「
合
祭
」
と
「
二
戸
」
の
も
の
も
あ
る
の
で
、
実
際
営
ま
れ
た

　
年
忌
の
件
数
は
上
河
家
の
場
合
一
三
九
件
（
七
件
の
葬
儀
の
記
録
を
含
む
）
で
、

　
手
島
家
の
場
合
七
四
件
で
あ
る
。

③
柴
田
実
編
噸
増
補
手
島
堵
庵
全
集
隔
（
清
文
堂
出
版
一
九
七
三
年
）
五
九

　
七
・
ゐ
ハ
〇
一
…
百
ハ
。

④
石
田
謙
『
石
門
心
学
史
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
一
九
三
八
年
）
。
堵
庵
以
後
明

　
倫
舎
面
当
の
「
事
跡
」
類
が
代
々
作
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
「
手
島
堵
庵
先
生
事

　
蹟
」
の
形
式
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
上
河
家
と
手
島
家
の
関
係
に
は
詳
し
く

　
書
い
て
な
い
。

⑤　
　
柴
国
実
『
二
二
と
そ
の
門
流
隔
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
　
一
九
七
七
年
）
九
六
頁
。

　
　
①
「
上
河
家
文
書
」
H
1
2
－
1
「
添
章
」
②
「
上
河
家
文
書
」
H
1
2
1
3
9

⑥　
門
乍
恐
口
上
書
偏
。

⑦　
　
滝
本
誠
一
編
『
日
本
経
済
叢
書
暁
七
、
五
一
一
八
頁
。

⑧　
　
穂
積
陳
重
『
隠
居
論
』
（
二
本
経
済
評
論
社
　
一
九
七
八
年
）
三
三
三
頁
。

［
　
近
江
屋
に
お
け
る
両
家
継
承
の
成
立

　
「
宗
義
扁
は
、
奈
良
富
永
氏
の
男
と
し
て
生
ま
れ
、
初
名
は
黒
松
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
が
、
手
島
宗
光
の
養
嗣
子
と
な
っ
て
宗
十
郎
と
称
し
た
。
「
宗
義
」
が
い

つ
「
宗
光
」
の
養
子
と
な
っ
た
の
か
は
確
か
で
は
な
い
が
、
享
保
元
年
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

七
一
六
）
一
〇
月
の
文
書
に
「
手
嶋
宗
重
郎
」
と
見
え
る
。
こ
の
文
書
は
、

「
宗
光
」
が
所
領
支
配
に
関
わ
っ
て
い
た
旗
本
森
家
の
知
行
所
で
あ
る
「
丹

波
四
和
三
三
」
の
庄
屋
ら
か
ら
「
手
嶋
嘉
左
衛
門
・
手
嶋
宗
重
郎
」
に
差
し

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
森
家
の
家
臣
の
｝
人
で
あ
る
前
田
半
平
は

「
手
島
宗
光
・
同
宗
十
郎
」
宛
に
「
改
暦
」
の
祝
儀
の
書
状
を
送
っ
た
が
、

そ
れ
に
は
「
旧
冬
者
兼
々
御
願
被
成
候
通
御
隠
居
被
仰
付
国
出
度
御
休
息
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

奉
臨
監
」
と
「
宗
光
」
の
隠
居
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
享
保
期
「
宗

義
」
は
「
手
島
宗
十
郎
」
を
名
乗
っ
て
、
「
宗
光
」
の
隠
居
と
と
も
に
手
島

家
の
継
承
者
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
㎜
方
、
享
保
初
期
す
で
に
「
宗

義
」
は
上
河
家
一
一
代
「
道
専
」
の
女
「
貞
林
扁
と
婚
姻
し
、
享
保
三
年
五
月
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④

に
そ
の
長
男
「
宗
信
」
が
生
ま
れ
る
の
で
、
「
宗
義
」
は
手
島
家
と
上
並
家

の
両
方
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
享
保
期
上
並
家
と
手
島
家
の
関
係
を
知
る
文
書
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な

い
が
、
近
江
屋
の
「
預
置
扁
銀
の
内
訳
が
書
か
れ
た
「
銀
預
醒
覚
」
を
通
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
両
家
の
関
係
が
若
干
推
測
で
き
る
。
「
銀
預
醒
覚
」
の
内
容
は
享
保
八
年

と
同
一
五
年
の
も
の
、
そ
し
て
、
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
か
ら
寛
延
元
年

（一

ｵ
闘
八
）
の
閾
に
行
わ
れ
た
門
栄
春
か
し
」
と
門
甚
渤
か
し
」
の
部
分

に
分
け
ら
れ
る
。
特
に
、
享
保
八
年
と
嗣
一
五
年
の
部
分
に
「
宗
光
」
に
関

連
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
享
保
八
年
卯
ノ
年
正
月
台

　
　
　
一
、
七
百
五
拾
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
光
様
へ
預
け
置
、
壱
分
也

　
　
爪
子
保
十
・
五
年
鳥
山
概
要
訟
禰
付
㎜
直

　
　
　
酉
七
月
参

　
　
　
一
、
三
拾
六
貫
五
百
六
拾
壱
匁
壱
分
　
是
ハ
宗
光
ノ
幌
成

　
享
保
八
年
近
江
屋
は
「
宗
光
」
へ
七
五
〇
匁
を
預
け
て
一
分
の
利
足
を
受

け
取
っ
て
い
た
が
、
同
～
四
年
七
月
に
は
「
宗
光
」
か
ら
近
江
屋
へ
約
三
七

貫
匁
が
預
け
ら
れ
た
。
時
期
は
少
し
下
る
が
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
七

月
作
成
さ
れ
た
近
江
屋
亀
住
の
「
棚
卸
」
帳
に
よ
る
ど
、
そ
の
資
本
の
内
訳

に
「
手
嶋
氏
」
二
二
貫
匁
と
「
手
嶋
6
譲
り
受
」
一
〇
貫
匁
の
こ
と
が
記
さ

れ
、
そ
の
「
仕
用
」
の
項
目
に
は
二
二
貫
匁
に
対
す
る
「
手
嶋
氏
利
足
」
六

六
〇
匁
が
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
江
屋
へ
預
け
ら
れ
た
「
宗
光
ノ

分
」
と
い
う
の
は
近
江
屋
へ
の
投
資
で
あ
る
。
享
保
八
年
頃
す
で
に
手
島
家

は
近
江
屋
の
経
営
に
関
達
し
て
い
た
が
、
同
一
四
年
門
宗
光
」
は
約
三
七
貫

匁
を
近
江
屋
へ
預
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
重
島
家
に
よ
る
近
江
屋
へ
の
投
資
は
、
「
宗
義
」
の
婚
姻
と
と
も
に
上
三

家
と
手
島
家
の
緊
密
な
関
係
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
、
「
宗
義
」
が
手
島
家

当
主
の
通
称
で
あ
る
「
慕
左
衛
門
」
を
名
乗
っ
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま

た
、
享
保
～
五
年
三
月
「
宗
義
」
が
死
去
し
た
が
、
前
に
も
指
摘
し
た
よ
う

に
「
宗
義
」
の
年
忌
は
手
島
家
の
「
年
忌
留
書
」
に
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

「
宗
義
嚥
が
手
島
家
を
継
承
し
た
と
は
断
定
し
が
た
い
。
そ
こ
で
、
「
年
忌

留
書
」
の
分
析
を
通
し
て
近
江
屋
に
お
け
る
両
家
継
承
の
成
立
を
検
討
す
る
。

　
上
河
家
の
「
年
忌
留
書
」
に
は
延
享
二
年
「
宗
信
」
の
祖
母
で
あ
る
「
栄

春
」
の
…
周
忌
の
記
録
が
最
初
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
手
島
家
の
「
年
忌

留
書
」
で
は
「
此
方
（
上
河
家
）
ヨ
リ
支
配
二
成
候
而
、
知
恩
院
町
仏
事

拍
」
と
い
う
「
年
忌
留
書
」
の
作
成
の
理
由
が
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、
宝
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

九
年
八
月
の
年
忌
の
記
事
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
「
知
恩
院
町
」
は
華
頂
山

下
の
手
島
家
の
居
町
で
あ
る
の
で
、
「
知
恩
院
町
仏
事
扁
は
手
島
家
の
年
忌

を
意
味
す
る
。
実
際
「
宗
光
」
や
「
栄
春
」
な
ど
の
年
忌
で
は
知
恩
院
町
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
そ
の
町
用
人
へ
「
斎
料
」
な
ど
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
手
島

家
の
「
年
忌
留
書
」
が
宝
暦
九
年
か
ら
上
河
家
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
換
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絶
す
れ
ば
、
宝
暦
九
年
以
前
手
島
家
の
年
忌
は
、
上
河
家
で
営
ま
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
宝
暦
九
年
以
前
の
手
島
家
の
年
忌
に
関
す
る
文
書
に
は
、
そ
の
差
幽
あ
る

い
は
作
成
者
が
わ
か
る
次
の
三
つ
の
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
長
遠

寺
」
か
ら
「
宗
光
し
に
宛
て
ら
れ
た
受
取
証
文
、
「
手
島
氏
」
が
作
成
し
た

「
年
忌
覚
」
、
門
近
江
屋
庄
兵
衛
し
が
書
い
た
「
宗
光
し
の
年
忌
の
覚
書
で
あ

⑨る
。
ま
ず
、
門
長
園
寺
」
が
「
妙
貞
」
の
年
忌
に
付
き
布
施
な
ど
を
受
け
取

っ
た
証
文
は
「
宗
光
」
へ
幽
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
長
遠
寺
」
は
手
島
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
か
か
わ
る
寺
方
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
「
算
置
」
は
手
島
家
の
年
忌
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

象
者
の
一
人
と
し
て
、
享
保
＝
一
年
頃
そ
の
二
五
回
忌
が
行
わ
れ
た
の
で
、

当
時
「
宗
光
」
に
よ
っ
て
手
島
家
の
年
忌
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
「
年
忌
覚
」
に
は
寛
延
元
年
の
「
栄
順
」
の
三
三
圓
忌
、
同
工
年
の

「
宗
光
」
の
＝
一
一
回
忌
、
同
三
年
の
「
栄
春
」
の
七
回
忌
と
「
永
嘉
」
の
七

〇
回
忌
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）

「
宗
光
」
が
死
ん
だ
後
営
ま
れ
た
手
島
家
の
年
忌
で
あ
る
。
ま
た
、
「
宗

光
」
の
年
忌
覚
書
に
は
、
寛
保
三
年
（
一
七
三
八
）
の
七
回
忌
、
寛
延
二
年

の
一
三
回
忌
、
宝
暦
三
年
の
一
七
回
忌
の
記
録
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
覚

書
の
作
成
者
で
あ
る
「
近
江
屋
庄
兵
衛
」
は
、
近
江
屋
出
店
の
上
墨
家
分
家

の
通
称
で
あ
る
。
濫
目
さ
れ
る
の
は
、
寛
延
一
一
年
の
＝
二
圓
忌
の
内
容
が
上

記
の
「
年
忌
覚
」
に
あ
る
「
宗
光
」
の
一
三
回
忌
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
の

で
、
「
手
島
氏
扁
と
「
近
江
屋
庄
兵
衛
」
と
の
間
は
深
い
閾
係
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
次
は
「
宗
光
扁
の
年
忌
覚
書
の
中
に
差
し
込
ま
れ
て
い
た
証

文
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、

　
一
、
銀
百
青
目

　
　
　
　
亡
者
　
宗
光
居
士
月
牌
料
槌
二
寺
納
申
候
、
已
上

　
　
　
　
　
亥
（
寛
保
三
年
）
九
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
正
覚
寺
（
印
）

　
　
　
　
　
手
島
御
使
甚
介
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
あ
る
。
「
正
覚
寺
」
は
手
島
家
の
檀
那
寺
と
し
て
、
門
宗
光
」
の
月
寒
料
を

受
け
取
っ
た
証
文
を
門
甚
介
」
に
送
っ
た
。
そ
の
「
甚
介
」
は
、
宝
暦
九
年

（～

ｵ
五
九
）
「
浄
専
」
の
葬
式
が
行
わ
れ
、
近
江
歴
の
別
宅
申
が
一
七
臼

の
忌
中
を
つ
と
め
た
の
に
対
し
て
、
「
出
見
世
之
別
宅
」
の
為
に
三
七
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

忌
申
を
つ
と
め
た
「
甚
助
」
と
推
定
さ
れ
る
。
近
江
屋
出
店
の
「
甚
介
」
が

門
手
島
御
使
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
証
文
の
門
手
島
」
は
近
江
屋
幽
店
に

関
連
す
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
近
江
屋
出
店
の
人
々
の
中
で
手
島
家
の
年

忌
対
象
者
に
な
っ
た
の
は
「
浄
専
」
一
人
置
あ
る
の
で
、
門
平
等
」
が
右
の

証
文
の
「
手
島
」
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
元
文
一
一
年
「
宗
光
」
の
死
後
、

当
時
二
〇
歳
に
し
て
上
翻
転
当
主
を
勤
め
て
い
た
門
宗
信
」
に
代
わ
っ
て
、

「
宗
信
」
の
伯
父
で
も
あ
る
「
浄
罪
漏
が
手
島
家
の
年
忌
を
営
ん
で
い
た
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
宝
暦
九
年
五
月
「
喜
喜
」
が
死
ん
で
、
同
年
八
月
上
河

家
に
お
い
て
手
島
家
の
「
年
忌
留
書
」
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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宝
暦
九
年
以
降
の
手
島
家
の
年
忌
に
お
い
て
、
ま
ず
、
同
年
八
月
の
年
忌

の
聖
は
悪
露
次
郎
直
で
あ
っ
加
・
「
超
越
」
σ
年
忌
の
場
食
宝

暦
～
○
年
四
月
の
一
周
忌
と
同
一
～
年
四
月
の
三
等
忌
の
記
録
に
門
施
主
山

田
屋
次
郎
吉
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
明
和
屯
田
七
回
忌
の
も
の
に
は
施
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
名
前
が
「
手
嶋
嘉
左
衛
門
」
に
替
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
宝
暦
九
年
八

月
か
ら
同
一
一
年
四
月
の
間
に
行
わ
れ
た
手
島
家
の
年
忌
が
六
件
載
せ
ら
れ

て
い
る
「
東
隠
居
法
事
集
〆
」
に
も
、
各
々
の
年
忌
の
終
わ
り
に
「
施
主
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

郎
吉
扁
と
記
さ
れ
て
い
る
。
宝
暦
九
年
八
月
か
ら
同
～
～
年
四
月
ま
で
「
山

田
屋
次
郎
吉
」
が
手
島
家
の
年
忌
の
施
主
を
勤
め
て
い
る
が
、
遅
く
と
も
明

和
二
年
に
施
主
は
「
手
島
嘉
左
衛
門
」
に
替
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
山

田
屋
次
郎
吉
」
と
「
手
島
嘉
左
衛
門
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
史
料
を
み

　
⑰

る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
歴
栄
春
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
右
当
分
在
京
之
二
段
有
之
候
所
江
可
申
渡
事

　
　
　
　
來
（
元
文
四
年
）
七
月
八
日

　
　
右
之
通
膠
質
出
塁
問
右
様
可
被
心
得
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
萩
野
七
郎
左
衛
門

　
　
　
　
未
七
月
八
日

　
　
　
　
　
知
恩
院
新
門
前
西
之
町
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
人
組

　
こ
れ
は
、
北
東
の
生
内
を
管
轄
す
る
雑
色
「
萩
野
七
郎
左
衛
門
」
が
知
恩

院
新
門
前
西
之
町
へ
宛
て
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
山
田
屡
栄
春
」
の
在
京
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

認
め
、
当
該
町
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
手
島
家
の
居
町
で
あ
る
知
恩
院
町

の
門
山
田
屋
栄
春
偏
は
、
門
宗
信
」
の
祖
母
「
栄
春
」
の
ほ
か
い
な
い
。
「
宗

光
偏
の
死
後
、
「
宗
光
扁
の
娘
で
あ
っ
た
「
栄
春
」
が
暫
く
「
宗
光
」
の
家

屋
敷
を
相
続
し
て
、
手
島
家
の
屋
号
と
推
定
さ
れ
る
「
山
田
屋
」
を
名
乗
っ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
延
享
元
年
「
栄
春
」
が
死
ん
で
、
手
島
家
の
屋
号

を
名
乗
っ
た
の
は
「
治
郎
吉
」
で
あ
る
が
、
延
享
四
年
に
生
ま
れ
た
「
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

信
」
の
嫡
子
「
宗
建
」
の
通
称
が
「
治
郎
吉
」
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

宝
暦
八
年
か
ら
同
一
一
年
．
の
闘
手
島
家
の
年
忌
の
施
主
を
勤
め
た
「
山
田
屋

治
郎
吉
」
は
こ
の
「
宗
建
」
と
推
定
さ
れ
る
。

　
宝
暦
＝
年
四
月
以
降
手
島
家
の
年
忌
の
施
主
は
「
山
田
屋
治
郎
吉
」
か

ら
「
手
島
嘉
左
衛
門
」
に
替
わ
っ
た
が
、
そ
の
時
期
は
「
宗
信
」
が
隠
居
し

て
「
手
島
嘉
左
衛
門
」
を
名
乗
っ
た
の
と
重
な
り
、
上
記
の
「
浄
専
」
の
七

圓
忌
で
施
主
を
勤
め
た
．
「
手
島
嘉
左
衛
門
」
と
い
う
の
は
隠
居
し
た
「
宗

信
」
の
こ
と
で
あ
る
。
明
和
一
一
年
「
宗
信
」
は
朝
倉
町
に
隠
居
所
と
し
て
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

楽
舎
を
設
け
た
が
、
以
降
法
楽
舎
で
手
島
家
の
年
忌
が
行
わ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
元
文
二
年
「
宗
光
」
の
死
後
、
手
島
家
の
年
忌
は
「
浄
専
」

に
よ
っ
て
営
ま
れ
た
が
、
宝
暦
九
年
「
浄
専
」
が
死
ん
で
当
時
上
河
家
本
家

の
当
主
「
宗
信
」
の
嫡
子
で
あ
る
「
宗
建
」
が
「
山
田
屋
治
郎
畜
」
と
し
て
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手
島
家
の
年
忌
の
施
主
を
勤
め
た
。
宝
暦
一
一
年
九
月
に
い
た
っ
て
「
宗

信
」
が
隠
居
と
と
も
に
「
手
島
嘉
左
衛
門
」
を
名
乗
っ
て
手
島
家
の
年
忌
を

行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
右
の
三
人
の
性
格
を
比
べ
て
み
る
と
、
上
河
家
分
家
の
「
浄
専
」
と
上
河

家
本
家
の
「
宗
旨
」
と
「
宗
信
」
の
区
別
が
あ
る
。
ま
た
、
「
浄
専
扁
と

「
宗
建
」
（
宝
暦
九
年
か
ら
同
一
一
年
）
の
場
合
と
違
っ
て
、
門
宗
信
」
の
み

が
宝
暦
一
｝
年
隠
居
し
て
手
島
家
当
主
の
通
称
で
あ
る
「
嘉
左
衛
門
」
を
名

乗
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
厳
密
な
意
味
で
近
江
屋
に
お
け
る
手
島
家
の
継
承

は
「
宗
信
」
の
代
に
成
立
し
た
と
い
え
る
。
第
二
節
で
は
、
「
宗
信
」
以
降

行
わ
れ
た
両
家
継
承
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
両
家
継
承
の
実
態

を
具
体
的
に
み
よ
う
。

①
杉
浦
三
郎
兵
衛
『
雲
泉
荘
山
冠
腰
巻
之
三
（
一
九
三
三
年
目
。

②
「
上
河
家
文
書
偏
H
5
…
1
門
御
熱
型
上
ル
御
免
相
之
事
」
。

③
「
上
河
家
文
書
」
H
7
1
皿
。

④
柴
田
実
編
糊
増
補
手
島
堵
庵
全
集
締
（
渚
文
堂
繍
版
　
一
九
七
三
年
）
五
九
七

　
頁
。

⑤
「
上
河
家
文
書
」
H
1
5
1
1
。

⑥
「
上
河
家
文
書
」
工
3
…
1
。

⑦
「
上
漁
家
文
書
」
1
7
1
3
0
「
香
由
利
栄
信
女
五
十
癒
悪
」
。

⑧
両
家
の
「
年
忌
留
書
」
を
通
し
て
知
恩
院
町
関
連
の
記
事
は
一
三
件
確
認
で
き

　
る
が
、
門
宗
光
」
の
年
忌
に
三
件
、
「
栄
春
｝
の
年
忌
に
は
四
件
記
さ
れ
て
い
る
。

⑨
①
「
上
河
家
文
書
漏
H
8
一
頂
［
清
屋
山
雨
信
女
廿
五
回
忌
の
目
録
］
②
「
上

　
河
家
文
書
」
1
1
2
…
3
2
「
年
忌
覚
」
③
田
上
河
家
文
書
駄
1
8
1
2
「
明
誉
偏
照

　
宗
光
居
士
七
二
忌
」
。

⑩
手
島
家
の
年
忌
の
特
徴
と
し
て
、
長
園
寺
で
「
観
音
慨
法
扁
が
行
わ
れ
た
。

　
「
妙
貞
」
の
場
合
、
明
和
八
年
の
七
〇
回
忌
取
越
を
始
め
三
つ
の
年
忌
に
長
園
寺

　
で
の
観
音
幟
法
が
あ
っ
た
。

⑪
「
妙
貞
」
の
年
忌
に
も
と
づ
い
て
元
禄
｝
六
年
頃
の
死
去
と
推
定
さ
れ
る
。

⑫
「
宗
光
」
の
年
忌
の
「
非
時
」
に
寺
方
と
し
て
「
正
覚
寺
」
が
呼
ば
れ
た
。

⑬
「
上
河
家
文
書
し
1
7
1
2
5
「
御
死
去
葬
場
正
覚
寺
清
誉
念
光
浄
専
居
士
」
。

⑭
「
上
河
家
文
書
」
1
7
1
3
0
「
香
山
利
栄
信
女
五
十
回
忌
」
。

⑮
門
上
河
家
文
霧
」
工
7
1
3
0
門
二
巴
念
光
浄
専
居
士
一
周
忌
取
越
縣
「
御
七
圓
忌

　
6
施
主
手
嶋
嘉
左
衛
門
ト
書
付
候
干
し
。

⑯
「
上
河
幅
文
書
」
工
8
1
3
。

⑰
「
上
君
家
文
害
」
丑
7
1
鵬
。

⑱
京
都
市
編
噸
京
都
の
歴
史
輪
四
（
学
芸
書
林
一
九
六
九
年
）
五
六
七
頁
。

⑲
「
和
庵
先
生
事
跡
略
」
開
明
倫
文
庫
隔
（
柴
田
家
所
蔵
）
。

⑳
「
上
河
家
文
書
扁
1
7
1
3
1
「
陰
山
栄
嘉
信
女
御
百
歳
忌
正
当
」
「
此
度
ハ
長
遠

　
寺
二
て
甘
七
二
三
法
執
行
い
た
し
候
、
そ
れ
故
今
朝
配
膳
坐
論
一
人
計
」
。
天
明

　
元
年
「
宗
信
」
は
五
楽
舎
で
手
島
家
の
年
忌
を
営
ん
だ
。

二
　
近
江
屋
に
お
け
る
両
家
継
承
の
実
態

　
「
年
忌
留
害
」
を
年
忌
対
象
者
別
に
整
理
す
る
と
（
表
1
・
2
）
、
両
家
に

共
通
す
る
年
忌
紺
象
者
は
＝
一
人
い
る
が
、
次
の
四
入
は
例
外
と
し
た
。
ま

ず
、
「
宗
光
」
の
場
合
、
そ
の
五
〇
図
正
当
の
こ
と
が
上
河
家
の
「
年
忌
留

書
」
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
「
手
島
年
忌
録
へ
写
し
」
と
記
さ
れ
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表1　上河家の年忌留書の構成

年忌対象者 年　患　の　内　容

温室浄閑信士 100回引上　150回

二四妙徳信女 100回引上　150回

心窓妙悦信女 70圓正当

覚誉栄寿信女 50圓　70圓　100圓正当　150山山山

巡秋童子 100回　150圓

照覚舟囲童子 100回　150匝1

二二偏僻宗光居士 ＊ 50回正当

念聞道専禅定門 25回取越　33回取越

潮月栄春法尼 ＊ 1周　3圓　7周　13回　17回取越　25回取越　33凹凹納

品光宗義信士 ユ7圓取越　25囲取越　33測取越

宝屋同誌法尼 13圓取越　17回　25回取越　33匝1取越　33回正当

光空病寿法尼 1周取越　3回　7副　13回取越　17圓　25圓　33回　50回正当

二丁智秀童女 1周　7周

二巴貞薫細細 ＊ 1周　　　3回　　　7［璽i取越　　131亘1弓｝」二　　17回写【」二　　25匝1弓Lヒ　　33匡到弓1」二

胡庵宗信居士 ＊ 1周　3圓正当　7回引上　13圓引上　17圃弓【上　25回引上　25姻正当

33回引上　33圓正当

蘭室貞芳善女 ＊ 1周正当　3回正幽　7回引上　13回引上　17凹田．ヒ　25【巨i引上　33回

�

和鷹取建居士 ＊ 玉周　3回　7回　！3回引上　17圓引上　25回弓【上　25圓正当　33園引

縺@33回正当

洪水先生 33回正当合祭

二丁貞幹血糊 ＊ 1周　3回　7回引上　13回正当　17回引上　25回引上　33回弓1上

旭室貞影童女 1周　3測　7圃　13回引上　17【亘i25回　33力回

幻室貞良童女 1周正当　7力回　7圓引上　13圓　17回　25圓　33匝i

和光宗順童子 1周　3回正当　7同　13四　17回　25圓　33回

二四宗門居士 ＊ 1周　　3回　　7i翼取越　　13匝1取越　　17回引上　　25匝1引」二　33「麟弓【よ二

梅室頁英善女 ＊ エ　周　　　3　琵豆1　　　7　耀　　　13嗣正当　　　171亘1弓1」二　　25巨ヨ」四三四

二丁三孝善女 ＊ 1周引上　1周正当　3回引上　7園引上　！3回引上　17闇闇1上

音室貞雅童女 ＊ 1周　3測　7回　13同　17回附祭　17回正当　25圓

慎室貞敬善女 1周　3回忌　7團　13圓附祭　13回正当　17測正当　25回

宗懇童子 1周　　　3　頂1　　7　匝1　　13厩1　　17匝1　　25［藍1

毅庵宗精居士 1周引上　3回引上　7圃引上　13回引上　13回　17K弼1上

清室貞操善女 1周　3回正当　7回引上

恭光宗欽童子 ＊ 1周正当　3回　7回
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近世の京都商入「近江屋」上河家による手島家の継承（金）

　　　　　　　　　　　　　　表2　手島家の年忌留書の構成

年忌対象者 年　忌　の　内　容

如輪玄徳禅門 150回引上　200回引上

秀岳浄林禅定門 10Q年　150引上

訓導清元善尼 100年　　150引」二　200回弓1＿ヒ

一山駄句信士 100年　150引上　150正当

自春童女 100年

陰山栄嘉信女 100匡量目越　　　1001E当　　　150【巨1エ1三当

無光玄浄禅定門 70匝i　　1001亘1耳史越　　IE当ユ00回　　　1501亘i正当

松誉寿貞信女 70年　100圓取越　150回取越

高悦童子 70年　100回取越　150回取上

清屋妙貞信女 70回取越　100圓引上　100百厩弓Lヒ　150國引上

法山慧明首坐禅師 70匝1　　100匝l　　！501興i三三北

極誉本流禅定門 70［亘1　　100匝i弓1」二　　1501亘】IE土

塁誉法伝法尼 100罰

難解利栄信女 50回　70回取越　正100園　150回正当

測温妙香難曲 50回　100回引上　100圓正当　150回引上

随誉膝繰善女 70匝1取越　　1001璽1　　150疸1

明倫遍照宗光居士 ＊ 25翻正当　33週過越　50圓取越　50回IE当

是心院無量寿元大 100回引上

黒月栄春法尼 ＊ 25圓　33畷正当

清誉念光浄専居士 1周　3回取越　7馬取越　13回　17回忌　25園　33回　50國引上

香室貞薫法尼 ＊ 7匝1正当　　13［則　　17圓正幽　　25回正当

聯繋宗信居士 ＊ 7回正札　13圓正当　17回正当　25國正当　33回正当

蘭室貞芳善女 ＊ 7癒　13回正当　33圓正当　50回正当

和庵宗建居士 ＊ 7圓正当　25回正当

緑室貞幹法尼 ＊ 17圓正当　25回正当　33圏正当

貞雅 ＊ 17廼1正当F付祭　　251亘1忌玉］三思

斎庵宗醍居士 ＊ 17回正当　33回正当

操室貞潔禅女 ＊ 25匝1弓「」二　　25匡董1正当　　　33［面工E当

期光知玉童子 25画正当　33國正当

梅室貞英善女 ＊ 33回正当

直庵宗坐禅士 1綱引上　3回正　7回正当　13回正当　17匝1正当

恭光宗欽童子 ＊ 7回正当附祭

注）＊「上河氏年忌留書」と「手島氏年忌留書」の両方に現れる年忌の対象者
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①

て
い
る
の
で
、
門
宗
光
」
を
手
島
家
の
年
忌
対
象
者
に
分
類
し
た
。
ま
た
、

「
藻
草
扁
の
妻
「
貞
孝
」
の
場
合
、
そ
の
年
忌
が
上
河
家
の
「
年
忌
留
書
」

に
六
件
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
貞
孝
」
の
年
忌
は
す
べ
て
合
祭
の
形
式
で

行
わ
れ
て
、
特
に
、
「
貞
英
し
と
の
合
祭
が
五
件
に
及
ん
で
い
る
。
文
政
一

〇
年
（
一
八
一
一
七
）
五
月
「
宗
精
漏
の
妻
「
貞
英
」
が
死
ん
だ
が
、
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

続
い
て
同
年
七
月
「
貞
孝
」
も
死
ん
で
、
両
者
の
死
去
の
時
期
が
重
な
っ
て

い
た
。
後
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
手
島
家
の
継
承
者
「
宗
眠
」
が
元
々
上
河

津
の
入
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
「
貞
孝
扁
と
「
貞
英
」
の
合
祭
が
行
わ

れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
「
貞
潔
」
を
手
島
家
の
年
恩
対
象
者
に
分
類
し

た
。
そ
し
て
、
「
貞
雅
」
と
「
宗
欽
」
の
年
忌
が
附
祭
の
形
式
で
手
島
家
の

門
年
忌
留
書
」
に
記
さ
れ
い
る
が
、
「
貞
雅
」
と
「
嘗
胆
扁
は
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
宗
精
」
の
子
と
「
宗
明
扁
の
子
「
欽
三
郎
」
に
推
定
さ
れ
、
二
人
と
も
上

河
家
の
年
忌
対
象
者
と
み
な
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
両
家
に
共
通
す
る
年
忌

対
象
者
は
八
入
で
あ
る
。

　
両
家
に
共
通
す
る
年
忌
対
象
者
と
し
て
八
人
は
、
上
売
家
本
家
の
当
主
と

そ
の
妻
に
あ
た
る
。
そ
れ
は
、
上
河
家
本
家
に
よ
っ
て
手
島
家
が
継
承
さ
れ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
宗
信
扁
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
上
史
家
本
家

の
当
主
は
隠
居
と
と
も
に
手
島
家
を
継
承
し
て
「
手
島
嘉
左
衛
門
」
を
名
乗

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
上
河
家
分
家
の
「
浄
専
」
は
手
島
家
の

年
忌
を
営
ん
だ
も
の
の
、
「
手
島
嘉
左
衛
門
」
を
名
乗
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
上
河
家
本
家
の
隠
居
に
よ
っ
て
手
島
家
が
継
承
さ
れ
る
の
に
は
、
上
河

家
本
家
の
隠
居
が
不
在
の
場
合
、
一
時
的
な
も
の
と
は
い
え
ど
も
手
島
家
の

継
承
が
中
断
さ
れ
る
可
能
姓
を
孕
ん
で
い
た
。

　
実
際
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
～
）
一
〇
月
「
宗
建
扁
の
死
後
、
上
河
家
本

家
の
隠
居
は
不
在
で
あ
り
、
文
化
六
年
（
～
八
〇
九
）
二
月
「
手
島
家
再

　
　
　
　
　
　
④

建
」
が
行
わ
れ
た
。
寛
政
四
年
か
ら
文
化
五
年
の
闘
に
行
わ
れ
た
両
家
の
年

忌
に
「
嘉
左
衛
門
漏
は
一
度
も
み
え
な
い
が
、
文
化
六
年
八
月
手
島
家
の
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

思
に
再
び
「
嘉
左
衛
門
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
墓
参
」
の
記
録

に
「
源
右
衛
門
」
と
と
も
に
「
慕
左
衛
門
」
が
載
せ
ら
れ
て
、
さ
ら
に
、

「
斎
」
に
参
加
し
た
人
々
と
し
て
「
源
右
衛
門
」
「
治
助
」
「
嘉
左
衛
門
」
の

三
入
が
並
ん
で
い
る
。
「
源
右
衛
門
漏
と
「
治
助
」
は
そ
れ
ぞ
れ
上
河
家
本

家
の
当
主
「
宗
醍
」
と
そ
の
嫡
子
「
宗
精
」
に
あ
た
る
が
、
「
嘉
左
衛
門
」

は
文
化
六
年
に
再
建
さ
れ
た
手
島
嘉
左
衛
門
で
あ
り
、
手
島
家
の
年
忌
対
象

者
の
一
人
「
宗
眠
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
宗
眠
」
は
、
享
和
元
年
（
一
八

〇
一
）
か
ら
文
化
元
年
の
間
に
行
わ
れ
た
手
島
家
の
年
忌
に
、
門
源
右
衛
門

（
宗
醍
）
」
「
熊
之
介
（
宗
精
と
と
と
も
に
参
加
し
て
い
た
「
宗
醍
」
の
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
直
二
郎
」
と
推
定
さ
れ
る
。

　
文
化
一
一
一
年
二
月
「
宗
醗
扁
は
隠
居
し
た
が
、
文
化
一
五
年
「
宗
信
扁
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

三
三
回
忌
に
「
上
河
心
負
扁
と
い
う
名
前
で
廻
章
を
出
し
た
。
上
河
芸
の

「
年
忌
留
書
」
に
よ
る
と
、
文
化
一
四
年
四
月
か
ら
文
政
六
年
五
月
ま
で
の
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⑧

問
「
宗
醍
」
は
「
靱
負
」
を
名
乗
っ
て
い
る
。
「
宗
醍
」
が
「
靱
負
」
と
い

う
官
途
名
を
名
乗
っ
た
背
景
に
は
、
文
化
～
一
年
以
来
彼
が
勧
修
寺
門
跡
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

知
行
地
の
収
納
を
預
か
っ
て
「
御
暇
方
」
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
手

島
家
の
「
年
忌
留
書
扁
に
も
、
文
政
元
年
七
月
の
年
忌
の
客
と
し
て
「
御
隠

居
様
　
お
三
保
様
　
源
右
衛
門
様
　
お
か
す
様
」
の
閥
人
が
書
か
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
、
「
御
隠
居
様
］
と
い
う
の
は
「
宗
醍
」
の
こ
と
で
あ
る
。
上
富
家
本
家

の
当
主
「
宗
醍
」
は
隠
居
し
た
後
、
暫
く
勧
修
専
門
跡
の
御
釜
方
と
し
て

「
靱
負
」
を
名
乗
り
、
「
手
島
嘉
左
衛
門
」
を
使
わ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
間

「
手
島
嘉
左
衛
門
扁
は
「
宗
眠
」
に
よ
っ
て
名
乗
り
続
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
「
宗
眠
」
は
遅
く
と
も
文
政
一
一
年
以
降
「
嘉
左
衛
門
」
か
ら
「
嘉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

助
」
へ
改
名
し
て
い
る
の
で
、
「
宗
醍
」
に
代
わ
っ
て
～
代
限
り
手
島
家
を

継
承
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
化
六
年
上
河
家
当
主
「
宗
醍
扁

の
子
に
よ
っ
て
手
島
家
が
再
建
さ
れ
た
の
は
、
上
河
家
当
主
の
隠
居
が
成
立

し
て
手
島
家
を
継
承
す
る
と
い
う
、
両
家
継
承
の
形
式
に
変
化
を
も
た
ら
し

た
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
変
化
が
「
年
忌
留
書
扁
の
内
容
に
は
ど
の
よ
う
に

影
響
を
与
え
た
か
を
み
よ
う
。

　
文
化
六
年
「
宗
眠
」
に
よ
っ
て
手
島
家
が
再
建
さ
れ
て
か
ら
、
文
政
六
年

門
宗
醍
」
が
死
去
す
る
ま
で
の
問
に
手
島
家
の
年
忌
が
＝
件
行
わ
れ
た
が
、

そ
れ
に
は
「
宗
信
」
の
二
五
回
忌
と
三
三
回
忌
、
「
宗
建
」
の
二
五
回
忌
が

　
　
　
　
　
⑫

含
ま
れ
て
い
る
。
「
宗
信
」
と
「
宗
建
」
を
含
め
て
「
宗
醍
」
と
「
宗
精
」

の
四
人
は
心
学
瓢
箪
の
舎
主
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
年
忌
の
特
徴
と
し
て
多

く
の
場
合
、
心
学
の
社
中
と
嚢
中
（
堺
町
）
の
祭
儀
が
営
ま
れ
た
が
、
右
の

三
つ
の
年
忌
に
は
心
学
関
連
の
祭
儀
が
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
両
家
の
「
年

忌
留
書
」
を
通
し
て
「
宗
信
」
「
筆
墨
」
「
宗
醍
扁
「
宗
精
」
の
年
忌
を
整
理

す
る
と
（
表
3
）
、
上
河
家
の
「
年
忌
留
書
」
に
三
一
件
、
手
島
家
の
讐
年

忌
留
書
」
に
は
九
件
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
手
島
家
の
「
年
忌
留
書
」
の
場

合
、
寛
政
四
年
か
ら
享
和
一
一
年
の
問
の
年
忌
に
心
学
関
連
の
祭
儀
が
あ
る
が
、

文
化
六
年
以
降
の
年
忌
に
は
そ
の
祭
儀
が
な
い
。
「
宗
眠
〕
は
手
島
家
を
継

承
し
た
も
の
の
、
心
学
関
連
の
祭
儀
は
行
わ
な
か
っ
た
。
「
宗
眠
」
自
身
も

心
学
と
は
関
係
が
な
く
、
そ
の
年
忌
に
心
学
関
連
の
祭
儀
が
営
ま
れ
た
例
は

　
⑬

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
宗
信
」
以
来
「
手
島
家
薩
上
寒
詣
本
家
1
1
心
学
講

舎
の
舎
主
」
と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
い
た
が
、
「
宗
眠
」
に
よ
っ
て
手
島

家
が
継
承
さ
れ
た
時
、
手
島
家
と
心
学
の
関
連
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
文
化
六
年
心
学
に
か
か
わ
ら
な
い
手
島
家
の
再
建
が
行
わ
れ
た
の
に
は
、

そ
の
再
建
を
計
っ
た
「
宗
醍
」
の
性
格
に
も
そ
の
原
因
が
あ
っ
た
。
「
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

醍
」
は
「
宗
建
扁
の
養
子
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
祖
に
比
べ
て
手
島
家
と
心
学

に
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
宗
醍
」
が
上
平
家
当
主
と

隠
居
を
勤
め
た
時
期
は
、
彼
の
伯
父
に
当
た
る
「
正
揚
（
洪
水
）
」
が
心
学

者
と
し
て
積
極
的
な
活
動
を
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
て
、
「
宗
醍
」
が
心

学
に
深
く
か
か
わ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
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表3　宗信．宗建．宗醍．宗精の年忌における心学関連の祭儀

年　　月 年　忌 社中祭儀 饗中（堺町）連中 年忌留書

天明7．2．9 宗信1周忌 2．10 1．26 上河家

天明8．2．9 宗信3回正当 5．10 ユ．26 上河家

寛政3．4．9 宗信7回引上 上認証

寛政4．10．24 宗建1周忌 10．25 10．16 上河家

寛政（5）10．24 欝欝3周忌 10．25 10．26 上河家

寛政9．4．9 宗儲3圓引上 上河家

寛政9．10．24 晴晴7回正当 1．0．25 10．16 上河家

享和1．4．9 宗信17回引上 上河家

享和2．4（24） 宗建13圓引上 上河家

文化3．4（24） 宗建17回引上 上河家

文化6．11．9 宗僑25畷弓1上 上河家

（文化7）2．9 宗信25回正惑 2．　8 2．8 上百家

文化11．10（2の 宗建25圓引上 上河家

文化12（10）24 宗建25回正当 10．24 上百家

文化掻，4，9 宗僑33圓引上 上河家

文化15．2．9 宗信33園正当 2．8 2．8 上荘家

文政5．11．25 宗建33回引上 上百家

文政6．10．24 照照331亘i正当 10．23 10．22 上藁家

文政7．7．17 宗醍1周忌 上百家

文政8．7，17 宗醍3圓 7．20 上河家

文政12．3．17 宗聡7回取越 3．20 上百家

天保6，4．17 宗醍13團取越 嘆．17 上百家

天保9．12．2 宗精1周忌 12．　4 12．　5 上河家

天保10．4．17 宗醍17回引上 4．15 上河家

天保10．12．2 宗精3圓引上 10．　2 10．3 上河家

天保ユ4．⑨2 宗精7回引上 ユ0．2 10．3 上葛家

弘化4．5．17 宗醍25圓引上 5．18 」二河家

嘉永2．9．2 宗糖13回引上 上百家

嘉永2．10．2 宗糖13回 10．2 10．3 上葛家

嘉永6．9．2 宗精17回引上 10．　2 10．3 上葛家

安政2．4．17 宗醍33回引上 3．17 上葛家

寛政4．2．9 宗信7回正当 2．10 ユ．26 手島家

寛政9．10（24） 下灘7圓正当 10．24 10．16 手島家

寛政10．2（9） 宗信13回正当 2．10 2．9 手島家

享和2．2．9 宗信17回正幽 2．10 2．　9 手島家

文化6．2．9 三軒25圓正当 手島家

文化12．10．14 宗建25回正当 手島家

文化15．2．8 宗信33回正当 手島家

天保ユ0．4．17 宗醍17回正当 手島家

安政2．7．17 宗醍3回正当 手島家
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近世の京都商人「近江屋」上一家による手島家の継承（金）

「
帯
揚
一
が
明
倫
舎
の
舎
主
を
勤
め
た
寛
政
九
年
か
ら
文
化
一
闘
年
の
間
、

上
河
家
の
年
忌
に
お
い
て
心
学
関
連
の
祭
儀
の
な
い
場
合
が
目
立
っ
て
い
る
。

一
方
、
手
島
家
の
年
忌
で
は
寛
政
四
年
か
ら
享
和
一
一
年
の
間
に
心
学
関
連
の

祭
儀
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
祭
主
は
「
上
河
源
蔵
扁
こ
と
「
正
野
」
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
文
化
一
四
年
「
正
揚
」
の
死
後
門
宗
醍
」
が
明
倫
會
の
舎

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

主
を
継
い
だ
と
は
い
え
、
「
二
身
」
の
年
忌
で
は
、
心
学
社
中
の
祭
儀
が
一

度
も
行
わ
れ
て
い
ず
、
「
宗
醍
」
と
心
学
社
中
と
の
関
係
は
稀
薄
な
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
宗
醍
」
の
後
を
嗣
い
だ
「
宗
精
」
は
、
文
政
一
三
年
隠
居
し
て
暫
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

閥
「
靱
負
」
を
名
乗
っ
た
が
、
天
保
五
年
（
一
八
三
～
一
）
　
一
一
苫
月
「
手
島
嘉

　
　
　
　
　
　
　
⑰

左
衛
門
」
と
改
め
た
。
同
六
年
の
年
忌
の
祭
儀
に
「
宗
精
」
は
「
手
島
嘉
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

衛
門
」
の
名
で
廻
章
を
出
し
た
。
天
保
九
年
一
月
「
宗
精
」
の
死
後
、
再
び

上
河
家
本
家
の
隠
居
が
不
在
と
な
り
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
二
月
手
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

家
の
年
忌
に
は
当
時
「
不
隠
居
」
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
安
政
三
年

（一

ｪ
五
六
）
工
月
に
い
た
っ
て
「
宗
精
」
の
養
子
と
し
て
上
河
家
を
継
承

し
た
「
宗
明
」
が
、
「
上
河
の
家
事
を
男
寅
に
譲
り
て
三
楽
舎
に
隠
居
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
中
略
）
手
嶋
氏
を
嗣
た
ま
ふ
」
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
翌
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
宗
明
」
は
「
嘉
左
衛
門
」
か
ら
「
嘉
右
衛
門
」
に
名
を
改
め
た
。
ま
た
、

「
宗
明
」
が
隠
居
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
に
、
「
年
忌
留
書
」
に
は
「
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

島
嘉
左
（
右
）
衛
門
」
で
は
な
く
「
手
島
氏
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
た
。

そ
れ
は
、
上
河
家
に
よ
る
手
島
家
の
継
承
は
続
い
た
が
、
上
河
家
本
家
の
隠

居
と
「
手
島
嘉
左
衛
門
」
の
関
連
性
は
明
ら
か
に
弱
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

　
上
河
家
と
手
島
家
の
疎
遠
の
傾
向
は
、
上
河
家
が
手
島
家
に
よ
っ
て
代
表

さ
れ
る
心
学
か
ら
離
れ
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
天
保
九
年
明
倫
舎
都
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
心
学
諸
奢
へ
宛
て
た
書
状
に
よ
る
と
、
「
明
倫
舎
年
々
雑
費
等
入
用
甚
多

く
有
之
候
腰
付
」
と
明
倫
中
帯
講
が
明
倫
會
の
維
持
に
苦
心
し
て
い
る
一
方
、

当
時
の
上
河
家
当
主
「
宗
明
扁
に
「
御
教
諭
之
儀
御
願
申
上
記
奉
存
候
所
、

未
御
壮
年
故
堅
く
御
汁
鱗
被
遊
思
召
、
御
家
業
御
勤
に
付
御
繁
用
乍
存
達
而

御
願
難
申
上
」
と
、
「
宗
明
」
が
明
倫
舎
の
聖
主
を
引
受
け
な
か
っ
た
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
宗
明
扁
の
代
に
上
河
家
が
心
学
塾
舎
の
経
営
か
ら

離
れ
て
い
く
傾
向
は
一
層
強
く
な
っ
た
。

①
「
上
別
家
文
書
」
1
7
1
2
6
「
明
誉
偏
照
宗
光
屠
士
五
十
畷
正
当
」
。

②
「
上
河
戸
文
書
」
1
7
1
2
8
「
梅
室
貞
英
善
女
一
周
忌
操
室
貞
孝
善
女
一
周
忌

　
引
上
扁
。

③
「
上
河
家
文
書
」
王
9
1
㎜
「
恭
光
宗
欽
堂
子
選
物
」
。

④
「
上
河
家
文
書
」
1
7
1
3
2
「
三
石
宗
信
居
士
廿
五
回
正
当
」
。

⑤
「
上
庶
家
文
書
」
1
7
－
3
2
「
香
山
利
栄
善
女
正
百
圓
縣
。

⑥
門
上
河
家
文
書
」
1
7
1
3
2
門
当
屋
妙
貞
善
女
百
回
引
上
」
「
十
二
妙
貞
善
尼
百

　
回
正
当
」
「
法
山
慧
明
首
塵
禅
師
正
百
回
偏
。

　
　
文
化
二
年
以
降
「
年
忌
留
書
」
に
「
直
二
郎
」
の
名
前
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、

　
文
化
期
に
死
去
が
推
定
さ
れ
る
年
忌
対
象
者
の
中
で
「
直
二
郎
扁
ら
し
き
も
の
は
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い
な
い
。

⑦
門
上
河
家
文
書
」
1
7
－
2
8
「
堵
庵
宗
信
居
士
三
十
三
圓
正
当
」
。

⑧
「
上
河
家
文
書
駄
1
7
…
2
8
①
「
堵
庵
宗
信
居
士
三
十
三
圓
引
上
」
②
「
緑
室

　
貞
幹
法
尼
三
回
忌
縣
。

⑨
「
上
河
家
文
書
」
1
6
1
8
1
「
奉
願
御
銀
之
事
縣
「
御
締
方
上
河
源
右
衛
門
殿
」
。

⑩
「
上
河
家
文
書
」
工
7
1
3
2
＝
由
道
句
三
士
百
五
十
正
影
」
。

⑪
「
上
河
家
文
書
」
1
7
1
2
8
「
梅
室
貞
英
善
女
一
周
忌
扁
「
宗
精
源
右
衛
門
宗

　
明
宗
十
郎
　
三
眠
嘉
渤
」
。

⑫
「
上
河
戸
文
書
」
1
7
1
3
2
「
堵
庵
宗
信
居
士
廿
五
圓
正
当
扁
「
堵
庵
宗
信
三
十

　
艶
紅
正
当
」
「
和
庵
宗
建
正
当
骨
五
回
」
。

⑬
「
上
河
家
文
書
」
1
7
1
3
2
「
直
庵
宗
眠
禅
士
一
周
忌
引
上
扁
「
直
庵
宗
眠
二
士

　
三
二
忌
正
当
鳳
「
直
三
二
眠
禅
二
七
園
忌
正
当
」
「
直
庵
宗
眠
禅
士
十
三
回
忌
正

　
当
」
「
直
三
編
眠
賢
士
十
七
回
忌
正
当
扁
。

⑭
州
安
永
七
年
戊
戌
四
月
祖
父
罰
金
先
生
の
兄
南
都
坐
嶋
引
臼
嘉
君
の
孫
垂
幕
鴬

　
を
養
ひ
て
る
と
し
□
ふ
」
「
和
庵
先
生
事
跡
隔
地
（
「
明
倫
文
庫
」
）
。

⑮
　
柴
田
実
『
・
心
学
臨
（
広
烹
文
堂
　
　
｝
九
六
七
）
二
〇
〇
頁
。

⑯
讐
年
忌
留
書
扁
に
よ
る
と
、
文
政
　
三
年
六
月
か
ら
天
保
五
年
六
月
の
閾
に

　
「
宗
精
」
は
「
夏
負
」
を
名
乗
っ
た
。

⑰
門
奈
良
の
入
富
永
与
九
郎
清
敬
（
初
め
生
島
小
右
衛
門
）
の
子
」
杉
浦
王
郎
兵

　
衛
『
雲
泉
荘
山
誌
匝
巻
之
三
（
一
九
三
三
年
）
。

⑱
門
出
河
家
文
書
」
エ
7
1
2
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
斎
庵
宗
醍
居
士
十
三
圓
忌
取
越
」
。

⑲
「
上
河
家
文
書
」
工
7
1
3
2
「
操
室
貞
孝
善
女
廿
五
回
忌
正
当
」
。

⑳
門
訥
庵
先
生
事
跡
略
」
『
明
倫
文
庫
睡
（
柴
田
家
所
蔵
）
。

⑳
「
上
河
家
文
書
」
工
7
1
3
2
「
直
庵
宗
眠
禅
士
十
三
圓
忌
正
当
」
。

⑫
　
「
上
河
家
文
書
」
1
7
1
3
2
「
瑞
光
智
玉
童
子
三
十
三
回
忌
正
当
」

　
善
女
百
五
十
回
忌
正
当
」
「
随
喜
栄
順
善
女
百
五
十
圓
忌
」
。

「
香
康
利
栄

⑳
　
石
規
謙

　
七
一
頁
。

『
石
門
心
学
史
の
研
究
隔
（
岩
波
書
店
　
一
九
三
八
年
）
八
七
〇
1
八

お
　
わ
　
り
　
に

　
享
保
期
「
宗
義
」
の
代
か
ら
上
河
家
と
手
島
家
の
間
に
緊
密
な
関
係
が
成

立
し
て
い
た
が
、
上
三
家
に
よ
る
手
島
家
の
継
承
は
「
宗
義
」
の
後
を
継
い

だ
「
宗
信
」
の
代
に
行
わ
れ
た
。
元
文
二
年
（
～
土
熱
七
）
「
宗
光
」
の
死

後
、
門
宗
信
扁
の
伯
父
で
も
あ
る
門
浄
専
扁
が
暫
く
手
島
家
の
年
忌
を
営
ん

だ
が
、
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
「
一
己
」
の
死
去
と
と
も
に
上
河
家
に
お

い
て
手
島
家
の
「
年
忌
留
書
」
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

宝
暦
九
年
か
ら
同
一
一
年
の
問
手
島
家
の
年
忌
の
施
主
は
「
山
田
歴
次
郎

吉
」
こ
と
「
宗
建
」
に
よ
っ
て
勤
め
ら
れ
た
が
、
同
一
一
年
「
宗
信
」
が
隠

居
と
と
も
に
手
島
家
を
継
承
し
て
「
手
島
嘉
左
衛
門
扁
を
名
乗
っ
た
。
そ
れ

は
、
上
河
家
当
主
の
隠
居
に
よ
る
手
島
家
継
承
の
成
立
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
上
河
家
本
家
の
隠
居
に
よ
っ
て
手
島
家
が
継
承
さ
れ
る
の
に

は
、
一
時
期
的
な
も
の
と
は
い
え
、
上
河
霧
本
家
の
隠
居
が
不
在
と
な
り
手

島
家
継
承
が
中
断
さ
れ
る
可
能
性
が
孕
ま
れ
て
い
た
。
実
際
、
寛
政
三
年

（一

ｵ
九
一
）
以
降
中
断
し
た
手
島
家
が
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
「
宗

日
置
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
形
式
と
内
容
の
両
側
面
に
お
い

て
上
河
家
に
よ
る
手
島
家
の
継
承
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
、
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「
宗
眠
」
は
上
荘
家
本
家
の
隠
居
で
は
な
く
、
心
学
と
も
か
か
わ
り
が
な
か

っ
た
の
で
、
「
宗
信
」
以
降
成
立
し
て
い
た
「
手
島
家
1
1
上
艶
艶
本
家
H
心

学
講
舎
の
舎
書
証
の
関
係
が
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。
「
宗
眠
」
以
降
も
、
断

続
的
に
上
河
家
本
家
の
隠
居
の
不
在
に
よ
る
手
島
家
の
中
断
は
あ
っ
た
が
、

原
則
的
に
上
河
食
に
よ
る
手
島
家
の
継
承
は
続
い
た
。
し
か
し
、
上
出
家
本

家
の
隠
居
と
手
島
嘉
左
衛
門
と
の
関
連
性
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
、
心
学
者

の
代
表
的
存
在
と
し
て
知
ら
れ
る
手
島
家
と
心
学
講
舎
の
関
連
も
実
際
弱
く

な
っ
て
い
た
。

　
上
禅
家
に
よ
る
手
島
家
の
継
承
は
、
そ
の
形
式
と
内
容
に
変
化
を
受
け
な

が
ら
幕
末
ま
で
続
い
た
が
、
一
人
に
よ
る
両
家
の
継
承
が
何
故
に
維
持
さ
れ

た
か
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
「
家
」
の
観
念
を
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
世
社
会
に
お
い
て
先
祖
代
々
の
家
を
存
続
さ
せ
る

の
に
は
、
先
祖
へ
の
祭
祀
を
維
持
す
る
の
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

手
島
家
の
「
年
忌
留
書
扁
の
場
合
、
「
宗
信
」
以
前
の
年
忌
対
象
者
に
対
す

る
年
忌
の
記
録
が
六
割
以
上
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
上
河
家
に
よ
る

手
島
家
の
継
承
に
お
い
て
手
島
家
の
先
祖
の
祭
祀
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
第
二
は
、
上
隠
家
の
経
営
に
お
け
る
手
島
家
継
承
の
意

義
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
享
保
～
五
年
（
　
七
三
〇
）
撃
手
隠
家
が
約
三

七
貫
匁
を
上
河
家
の
経
営
へ
投
資
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
近
世
の
商
業

経
営
で
は
こ
の
よ
う
な
一
種
の
合
併
の
例
が
あ
り
、
上
河
家
に
よ
る
手
島
家

の
継
承
も
商
業
経
営
上
の
合
併
と
い
え
る
。
ま
た
、
手
島
家
は
旗
本
財
政
に

か
か
わ
っ
て
帯
刀
笛
字
を
許
さ
れ
た
が
、
そ
の
身
分
的
な
優
位
性
も
上
河
家

の
経
営
内
容
に
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
例
と
し
て
、
上
河
家
が
勧
修
寺
門
跡

の
財
政
に
関
与
し
た
背
景
に
は
手
島
家
の
家
柄
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

）
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The　Succession　of　the　Tejima－1〈e手島家by　the　Uekawa－ke上河家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Early　Modern　Kyoto

by

KIM　Sung－hytin

　　　After　the　Ky6h6享保era，　the　Uekawa－ke上河家and　the　Tejima－1〈e手島家

houses　sustained　a　close　relationship．　Fokowing　the　retirement　of　S6shin宗信in

H6reki宝暦11（1761）from　the至eadership　of　the　Uekawa－ke，　he　assumed　the

leadership　of　£he　Tejima－ke，　caH沁g㎞s醒Telima　Kazaemon手島嘉左衛門．Thus

the　retirement　from　the　head　of　the　Uekawa－ke　came　to　signify　succession　to　the

leadership　of　the　Tejima－ke．　To　legitirnatize　the　succession，　the　Uekawa－1〈e　led

the　comnieycial　merger　of　the　two　families　and　performed　ancestral　rites　for　the

Tejima－ke．　In　Bunka文化6（1809），　however，　the　discontinued　Teji’ma－1（e　rehabili－

tated　its　lineage　aRd　therefore　brought　a　sudden　change　in　the　relations　between

the　two　famities．　This　marked　the　end　of　identity　of　the　Tejima－ke，　the　chief　family

of　the　Uekawa－ke，　and　the　head　of　the　Shingaku　School心学講舎．　The　ties　be－

tween　the　Tejima－ke　and　the　Shngal〈u　School　were　weakened　as　the　association

between　the　Uekawa－ke　and　the　successors　of　£he　title　Teji’rna　Kazaemon　grew

weaker　in　later　years．

（767）




